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令和５年における海上犯罪送致状況について

令和５年における稚内海上保安部の海上犯罪送致件数は３５件（１３名）と

なりました。

法令別内訳

１ 漁業関係法令違反

漁業関係法令違反の送致件数は２０件（前年２件）で、前年から１８件

増加となります。

内容は、漁業法違反（漁業権侵害）、北海道漁業調整規則違反（遊漁者

等の漁具又は漁法の制限違反）で送致しております。

２ 環境関係法令違反

環境関係法令違反の送致件数は１件（前年２件）で、前年から１件減少

となります。

内容は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反（一般廃棄物の不法投

棄）で送致しております。

３ 海事関係法令違反

海事関係法令違反の送致件数は４件（前年３件）で、前年から１件増加

となります。

内容は、漁船法違反（漁船原簿への不登録）、船舶職員及び小型船舶操

縦者法違反（無資格者の船舶職員としての乗船等）、小型漁船の総トン数

の測度に関する政令違反（小型漁船の総トン数の測度の不受験）で送致し

ております。

４ 銃器・薬物関係法令違反

銃器・薬物関係法令違反送致件数は４件（前年０件）で、前年から４件

増加となります。

内容は、銃砲刀剣類所持等取締法違反（刃物の不法携帯）で送致してお

ります。

５ その他の法令違反

その他の法令違反送致件数は６件（前年０件）で、前年から６件増加と

なります。

内容は、電波法違反（無線局の不法開設）で送致しております。


